
等
の
状
況
に
応
じ
実
情
に
即
す
る
よ
う
改
め
る
こ
と
を
主
な
内
容
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
科
学
技
術
振
興
対
策
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決
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技
術
士
法
案

五
八
、
三
、
一
一

　
五
八
、
三
、
二
五

受
　
　
　
領

五
八
、
三
、
一
一

　
　
　
（
予
）

五
八
、
四
、
一
五

可
　
　
決

五
八
、
四
、
二
〇

可
　
　
決

五
八
、
三
、
一
一

科
学
技
術

五
八
、
三
、
二
四

可
　
　
決

五
八
、
三
、
二
五

可
　
　
決

技
術
士
法
案
（
閣
法
第
四
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
三
、
一
一
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
二
五
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
〇
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
著
し
い
科
学
技
術
の
発
展
状
況
に

　
か
ん
が
み
、
技
術
士
制
度
の
改
善
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講

　
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

　
あ
る
。

　
一
、
「
技
術
士
補
」
の
資
格
を
新
設
し
、
技
術
士
補
は
技
術
士
と
な



　
る
の
に
必
要
な
技
能
を
修
得
す
る
た
め
、
技
術
士
の
指
導
の
も
と

　
に
、
そ
の
業
務
を
補
助
す
る
。

二
、
技
術
士
試
験
は
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
一
次

　
試
験
又
は
第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
技
術
士
補

　
又
は
技
術
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
。

三
、
技
術
士
の
資
格
を
得
る
た
め
に
必
要
な
第
二
次
試
験
を
受
験
す

　
る
た
め
に
は
、
一
定
期
間
（
総
理
府
令
で
七
年
以
上
を
予
定
）
の

　
業
務
経
験
が
必
要
で
あ
る
が
、
技
術
士
補
は
技
術
士
の
も
と
で
一

　
定
期
間
（
総
理
府
令
で
四
年
以
上
を
予
定
）
の
業
務
経
験
が
あ
れ

　
ば
、
第
二
次
試
験
を
受
験
で
き
る
。

四
、
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
そ
の
指
定
す
る
者
に
、
試
験
事
務
及
び

　
登
録
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
技
術
士
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
科

　
学
技
術
振
興
対
策
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御

　
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
著
し
い
科
学
技
術
の
発
展
状
況
に

　
か
ん
が
み
、
技
術
士
補
の
資
格
の
新
設
等
に
よ
っ
て
技
術
士
制
度
の

改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
技
術
士
試
験
事
務
並
び
に
技
術
士
及
び
技

術
士
補
の
登
録
事
務
を
科
学
技
術
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
に
行
わ
せ

る
こ
と
等
に
よ
っ
て
行
政
の
簡
素
化
を
図
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
技
術
士
補
制
度
新
設
の
目
的
、
試
験

事
務
等
の
民
間
委
譲
に
よ
る
受
験
者
へ
の
影
響
、
技
術
士
試
験
の
公

正
さ
を
確
保
す
る
措
置
、
開
発
途
上
国
へ
の
技
術
移
転
に
お
け
る
技

術
士
の
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は

は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
佐
藤
委
員
よ
り
試

験
事
務
及
び
登
録
事
務
の
民
間
委
譲
に
関
す
る
規
定
の
削
除
等
を
内

容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
原
案
及
び
修
正
案
に
対
す
る
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
修
正

案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て

原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




